
　

一
月
二
〇
日
、
厚
生
労
働
省
は
、
二
〇
二
三
（
Ｒ
五
）
年
四
月
か
ら
年
金

額
が
三
年
ぶ
り
に
引
き
上
が
る
こ
と
を
公
表
し
た
。
ま
た
、
昨
年
一
〇
月
に

は
、
社
会
保
障
審
議
会
に
お
い
て
次
期
年
金
改
正
に
向
け
た
議
論
が
ス
タ
ー

ト
し
た
。
以
下
に
、
年
金
制
度
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

 

年
金
額
改
定　

プ
ラ
ス
に
引
き
上
が
る
も
実
質
的
に
目
減
り

　

年
金
額
の
改
定
ル
ー
ル
は
、
新
た
に
年
金
を
受
給
す
る
「
新
規
裁
定
者
」

（
六
七
歳
年
度
末
ま
で
）
は
賃
金
ス
ラ
イ
ド
、
す
で
に
受
給
し
て
い
る
「
既

裁
定
者
」
（
六
八
歳
到
達
年
度
か
ら
）
は
物
価
ス
ラ
イ
ド
を
基
本
と
し
て
い

る
。
二
〇
二
一
（
Ｒ
三
）
年
に
年
金
改
正
に
よ
っ
て
、
現
役
世
代
の
賃
金
の

動
き
を
よ
り
徹
底
し
て
考
慮
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
既
裁
定
者
の
場
合
、
物
価

変
動
率
ま
た
は
賃
金
変
動
率
の
ど
ち
ら
か
低
い
率
を
使
っ
て
算
定
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
今
回
の
改
定
で
は
、
年

金
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す

る
た
め
に
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

に
よ
る
調
整
が
行
わ
れ
る
。
現
行

ル
ー
ル
で
は
、
物
価
や
賃
金
が
上

昇
し
た
場
合
、
年
金
額
の
伸
び
か

ら
ス
ラ
イ
ド
調
整
率
分
を
減
額
す

る
こ
と
と
な
る
。

　

図
表
１
に
示
し
た
と
お
り
、
今

回
の
改
定
の
指
標
と
な
る
賃
金
変

動
率
が
二
・
八
％
、
物
価
変
動
率

が
二
・
五
％
と
、
近
年
に
な
く
大

幅
に
上
昇
し
た
。
ま
た
、
マ
ク
ロ

経
済
ス
ラ
イ
ド
の
調
整
率
は
二
〇

二
三
年
度
分
が
▲
〇
・
三
％
だ
が
、

こ
の
間
繰
り
越
さ
れ
て
い
た
二
〇
二
一
年
度
と
二
〇
二
二
年
度
分
の
未
実
施

分
▲
〇
・
三
％
を
あ
わ
せ
て
、
▲
〇
・
六
％
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
年
金

額
改
定
は
、
既
裁
定
者
が
物
価
変
動
率
か
ら
ス
ラ
イ
ド
調
整
率
を
差
し
引
い

た
一
・
九
％
増
、
新
規
裁
定
者
が
賃
金
変
動
率
か
ら
ス
ラ
イ
ド
調
整
率
を
差

し
引
い
た
二
・
二
％
増
と
な
っ
た
。

 

給
付
水
準
の
低
下
の
影
響
を
い
か
に
小
さ
く
抑
え
る
か

　

昨
年
一
〇
月
二
五
日
、
第
一
回
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
が
開
催
さ
れ

た
。
年
金
制
度
の
意
義
・
役
割
と
こ
れ
ま
で
の
経
緯
等
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、

次
期
改
正
へ
動
き
始
め
た
。

　

公
的
年
金
制
度
は
、
そ
の
時
々
の
状
況
を
踏
ま
え
て
そ
の
都
度
改
正
が
行

わ
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
四
（
Ｈ
一
六
）
年
に
は
、
①
保
険
料
の
上
限
を
一

八
・
三
％
で
固
定
、
②
基
礎
年
金
国
庫
負
担
の
二
分
の
一
へ
の
引
上
げ
、
③

積
立
金
の
活
用
、
④
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
導
入
、
と
い
う
大
き
な
制
度

改
革
が
実
施
さ
れ
、
年
金
財
政
の
持
続
可
能
性
は
一
定
担
保
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

し
か
し
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
が
導
入
さ
れ
、
年
金
財
政
は
安
定
す
る

こ
と
と
な
っ
た
が
、
給
付
水
準
は
徐
々
に
引
き
下
が
っ
て
い
く
た
め
、
そ
の
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い
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に
小
さ
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す
る
か
が
改
革
の
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。

 

被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大　

企
業
規
模
要
件
の
撤
廃
が
当
面
の
課
題

　

具
体
的
に
は
、
短
時
間
労
働
者
へ
の
「
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
」
と
基

礎
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
上
限
を
六
〇
歳
か
ら
六
五
歳
に
引
き
上
げ
る

「
保
険
料
拠
出
期
間
の
延
長
」
が
近
年
の
大
き
な
改
革
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
は
、
二
〇
一
六
（
Ｈ

二
八
）
年
一
〇
月
か
ら
五
〇
〇
人
超
規
模
の
企
業
を
対
象
に
ス
タ
ー
ト
し
、

法
案
提
出
時
で
短
時
間
労
働
者
四
〇
万
人
が
適
用
対
象
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
二
〇
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
二
〇
二
二
年
一
〇
月
か
ら
一
〇
〇
人
超

規
模
の
企
業
へ
拡
大
し
、
二
〇
二
四
年
一
〇
月
か
ら
は
五
〇
人
超
規
模
企
業

ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
っ
て
、
六
五

万
人
が
新
た
な
適
用
対
象
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
雇
用
者
五
七
〇
〇
万
人
の
う
ち
一
〇
〇
〇
万
人

を
超
え
る
労
働
者
に
厚
生
年
金
等
の
被
用
者
保
険
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
労
働
者
が
被
用
者
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
の
安

心
安
定
を
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
ま
た
、
二
〇
一
九
年

に
実
施
さ
れ
た
公
的
年
金
の
財
政
検
証
で
は
、
一
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
る
労

働
者
が
被
用
者
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
金
財
政
と
り
わ
け
基

礎
年
金
財
政
へ
の
プ
ラ
ス
効
果
が
大
き
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

企
業
規
模
要
件
の
早
期
撤
廃
を
当
面
の
課
題
と
し
、
被
用
者
保
険
の
更
な
る

適
用
拡
大
を
求
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

 

基
礎
年
金
拠
出
期
間
の
延
長　

上
限
年
齢
を
六
〇
歳
か
ら
六
五
歳
へ

　

基
礎
年
金
は
、
収
入
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
の
年
金
額
を
保
障
す
る

所
得
再
分
配
機
能
を
備
え
、
様
々
な
格
差
が
広
が
る
中
で
格
差
を
是
正
す
る

方
向
に
作
用
す
る
有
意
義
な
給
付
だ
。
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
調
整

期
間
の
長
期
化
に
よ
っ
て
、
基
礎
年
金
の
給
付
水
準
が
落
ち
込
み
、
結
果
と

し
て
年
金
制
度
の
所
得
再
分
配
機
能
が
低
下
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
と
あ
わ
せ
て
、
基
礎
年
金

拠
出
期
間
の
延
長
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

現
行
で
は
、
基
礎
年
金
の
拠
出
期
間
は
二
〇
歳
～
六
〇
歳
ま
で
の
四
〇
年

間
を
上
限
と
し
て
い
る
。
人
は
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
の
糧
を
得
、
か
つ

年
金
額
は
長
く
働
く
ほ
ど
増
え
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
高
年
齢
者
雇
用

安
定
法
が
改
正
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
四
月
か
ら
は
七
〇
歳
ま
で
の
就
業
機
会

の
確
保
が
企
業
の
努
力
義
務
と
な
っ
た
が
、
国
民
年
金
加
入
者
に
と
っ
て
は

六
〇
歳
以
降
に
働
い
て
も
基
礎
年
金
額
が
増
え
な
い
の
は
理
不
尽
な
こ
と
だ
。

基
礎
年
金
の
拠
出
期
間
の
上
限
年
齢
を
六
〇
歳
か
ら
六
五
歳
へ
延
長
す
べ
き
だ
。

前
回
の
二
〇
二
〇
年
年
金
改
正
時
に
も
、
基
礎
年
金
の
拠
出
期
間
の
延
長
が

議
論
さ
れ
た
が
、
財
務
省
が
拠
出
期
間
の
延
長
に
と
も
な
う
国
庫
負
担
の
確

保
に
難
色
を
示
し
、
日
の
目
を
見
て
い
な
い
。
次
期
改
正
に
む
け
て
、
全
力

を
あ
げ
て
拠
出
期
間
の
延
長
を
実
現
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

今
後
、
二
〇
二
四
（
Ｒ
六
）
年
の
公
的
年
金
の
財
政
検
証
に
む
け
て
議
論

が
本
格
化
し
、
二
〇
二
五
（
Ｒ
七
）
年
の
通
常
国
会
に
法
案
を
提
出
す
る
動

き
が
加
速
す
る
。
退
職
者
連
合
に
結
集
し
、
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
を
は

じ
め
と
す
る
諸
課
題
の
前
進
に
む
け
て
取
り
組
み
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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限

延
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限
年
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年
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延
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出
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拠
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年
金
年
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年
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年
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礎
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礎
年
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基基基基基
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年

次
期
年
金
制
度
改
正
に
む
け
、
議
論
は
じ
ま
る

次
期
年
金
制
度
改
正
に
む
け
、
議
論
は
じ
ま
る

年
金
額
の
改
定　

一
・
九
％
増
（
六
七
歳
ま
で
は
二
・
二
％
増
）

年
金
額
の
改
定　

一
・
九
％
増
（
六
七
歳
ま
で
は
二
・
二
％
増
）

図表１　2023年度の年金額改定のイメージ
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
を
支
援

　

企
業
は
「
現
役
世
代
」
を
隠
れ
蓑
に
負
担
軽
減

　

社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
は
昨
年
一
二
月
一
五
日
、
「
全
世
代
型

社
会
保
障
構
築
会
議
」
や
「
骨
太
方
針
二
〇
二
二
」
等
で
検
討
を
求
め
ら
れ

て
い
た
医
療
保
険
に
お
け
る
「
給
付
と
負
担
の
見
直
し
」
を
中
心
と
し
た

テ
ー
マ
に
つ
い
て
「
議
論
の
整
理
」
を
ま
と
め
た
。
「
議
論
の
整
理
」
は
最

後
に
、
「
今
般
の
整
理
は
、
す
べ
て
の
世
代
の
安
心
を
広
く
支
え
合
い
、
次

の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
の
不
可
欠
な
改
革
」
と
記
し
て
い
る
。

　

し
か
し
内
容
的
に
は
、
「
世
代
間
の
支
え
合
い
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
給
付

は
高
齢
者
中
心
、
負
担
は
現
役
世
代
中
心
の
是
正
」
と
い
っ
た
、
「
現
役
世

代
」
に
名
を
借
り
た
経
済
界
の
社
会
保
障
費
用
の
負
担
軽
減
の
主
張
が
反
映

さ
れ
た
感
を
払
拭
で
き
な
い
。

　

結
果
、
出
産
育
児
一
時
金
へ
の
後
期
高
齢
者
医
療
か
ら
の
拠
出
や
高
齢
者

医
療
の
保
険
料
水
準
の
引
き
上
げ
等
が
盛
り
込
ま
れ
、
一
方
、
企
業
負
担
に

つ
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
負
担
軽
減
や
賃
上
げ
に
対
す
る
企
業
へ

の
新
た
な
補
助
金
の
創
設
な
ど
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

　

改
め
て
、
「
世
代
間
対
立
」
を
煽
る
議
論
で
は
な
く
、
財
源
を
確
保
し
て

「
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
と
医
療
介
護
連
携
」
と
い
う
目
的
に
沿
っ
た
本

質
的
な
制
度
改
革
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。

＜

部
会
の
議
論
の
整
理＞

（
概
要
）

一
．
子
育
て
世
帯
へ
の
支
援
の
強
化

　

①　

出
産
育
児
一
時
金
の
引
き
上
げ

　
　
　

二
〇
二
三
年
四
月
か
ら
全
国
一
律
で
五
〇
万
円
に
引
き
上
げ

　
　
　

引
き
上
げ
後
三
年
を
目
途
に
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る

　

②　

出
産
費
用
の
見
え
る
化
（
可
視
化
）

　
　

・ 

医
療
機
関
の
特
色
や
差
額
や
無
痛
分
娩
等
の
価
格
等
の
公
表

　

③　

出
産
育
児
一
時
金
を
全
世
代
で
支
え
合
う
仕
組
み
の
導
入

　
　

・ 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
出
産
育
児
一
時
金
対
象
額
の
七
％
を
負
担

　
　

・ 

実
際
の
拠
出
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
と
相
殺

　
　

・
導
入
は
、
二
〇
二
四
年
度
か
ら

　
　

・ 

激
変
緩
和
措
置
…
…
二
〇
二
四
年
度
、
二
五
年
度
は
、
全
体
の
二
分

の
一
、
二
六
年
度
か
ら
は
全
額

　

④ 　

国
保
に
お
け
る
被
保
険
者
に
係
る
産
前
・
産
後
期
間
相
当
分
（
四
か

月
間
）
の
均
等
割
保
険
料
及
び
所
得
割
保
険
料
を
免
除

二
．
全
て
の
世
代
で
公
平
に
支
え
合
う
た
め
の
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し

　

①　

高
齢
者
負
担
率
の
見
直
し

　
　

 　

二
〇
二
四
年
度
よ
り
、
後
期
高
齢
者
一
人
当
た
り
保
険
料
と
現
役
世

代
一
人
当
た
り
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
伸
び
率
が
同
じ
に
な
る
よ
う
、

高
齢
者
の
負
担
率
の
設
定
方
法
を
見
直
す

　

② 　

高
齢
者
の
保
険
料
負
担
の
在
り
方
の
見
直
し

　
　

・ 

年
間
の
保
険
料
の
賦
課
限
度
額
を
現
在
の
六
六
万
円
か
ら
八
〇
万
円

に
引
き
上
げ

　
　

・ 

保
険
料
の
均
等
割
と
所
得
割
の
比
率
を
、
所
得
割
の
比
率
を
引
き
上

げ
四
八
：
五
二
程
度
と
す
る

　

③ 　

高
齢
者
の
保
険
料
負
担
の
激
変
緩
和
措
置

　
　

・ 

賦
課
限
度
額
を
二
年
か
け
て
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
。
（
二
〇
二
四

年
度
七
三
万
円
、
二
〇
二
五
年
度
八
〇
万
円
）

　
　

・ 

激
変
緩
和
措
置
の
対
象
は
、
年
金
収
入
二
一
一
万
円
相
当
ま
で

　

④ 　

「
現
役
並
み
所
得
」
の
判
断
基
準
の
見
直
し

　
　

 　

窓
口
負
担
割
合
の
見
直
し
（
二
割
負
担
新
設
）
が
二
二
年
一
〇
月
に

施
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
施
行
状
況
等
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
等
か
ら
、
引
き
続
き
検
討
す
る

　

⑤ 　

負
担
へ
の
金
融
資
産
・
金
融
所
得
の
反
映
の
在
り
方

　
　

 　

負
担
の
公
平
性
の
観
点
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引
き
続
き
検
討
す
る

三 

．
被
用
者
保
険
間
に
お
け
る
負
担
能
力
に
応
じ
て
公
平
に
負
担
す
る
仕
組

み
の
強
化

(

一)
 　

前
期
高
齢
者
の
医
療
給
付
費
負
担
に
お
け
る
被
用
者
保
険
間
の
格
差

の
是
正
に
つ
い
て

　
　

・ 

現
行
の
「
加
入
者
数
に
応
じ
た
調
整
」
に
加
え
、
部
分
的
に
「
報
酬

水
準
に
応
じ
た
調
整
」
（
報
酬
調
整
）
を
導
入
す
る

　
　

・ 

報
酬
水
準
の
導
入
の
範
囲
は
、
「
三
分
の
一
」
以
内
に
止
め
る

(

二)
 　

現
役
世
代
の
負
担
上
昇
の
抑
制
・
賃
上
げ
促
進
の
た
め
、
賃
上
げ
等

に
よ
り
報
酬
水
準
が
上
が
っ
た
健
保
組
合
に
対
す
る
補
助
を
創
設
。

　
　

・ 

健
保
連
合
会
の
高
額
医
療
交
付
金
事
業
へ
の
財
政
支
援
の
制
度
化

四
．
医
療
費
適
正
化
対
策
の
実
効
性
の
確
保

　

・ 
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
に
向
け
、
数
値
目
標
を
設
定

　

・ 

重
複
投
薬
、
多
剤
投
与
の
適
正
化
に
向
け
、
電
子
処
方
箋
の
活
用
促
進

　

・ 

多
剤
投
与
に
つ
い
て
は
、
「
調
剤
報
酬
六
種
類
以
上
」
と
い
う
基
準
を

踏
ま
え
て
取
り
組
む

五
．
国
民
健
康
保
険
制
度
改
革
の
推
進

(

一)
 　

国
保
制
度
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
国
と
地
方
と
の
協
議

　
　

・ 

出
産
時
に
お
け
る
保
険
料
の
負
担
軽
減
に
は
、
国
の
財
政
支
援
を

　
　

・ 

退
職
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
、
前
倒
し
し
て
廃
止
す
べ
き

　
　

・ 

国
保
制
度
改
革
の
協
議
に
あ
た
っ
て
は
、
国
が
一
方
的
に
議
論
を
押

し
付
け
ず
、
結
論
が
得
ら
れ
た
事
項
に
限
り
実
施
す
べ
き

(

二)
 　

生
活
保
護
受
給
者
の
「
国
保
等
へ
の
加
入
」
に
つ
い
て

　
　

 　

社
会
保
障
制
度
の
根
幹
を
揺
る
が
し
、
国
保
制
度
の
破
綻
を
招
き
か

ね
な
い
た
め
、
国
保
等
へ
の
加
入
は
非
常
に
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
基

本
姿
勢
と
し
て
、
議
論
を
深
め
る
べ
き

(

三)
 　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
責
任
主
体
を
都
道
府
県
に
移
す
こ
と
に
対

し
て

　
　

 　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
内
の
全
市
町
村
が

責
任
を
も
っ
て
運
営
に
参
加
で
き
る
よ
う
広
域
連
合
と
い
う
枠
組
み
が

取
ら
れ
て
い
る
。
拙
速
な
議
論
は
、
社
会
保
障
制
度
へ
の
信
頼
を
損
な

う
。
慎
重
な
検
討
が
必
要
。

社
保
審
医
療
部
会
「
医
療
提
供
体
制
の
改
革
に
関
す
る
意
見
」
を
答
申

　
「
か
か
り
つ
け
医
制
度
の
具
体
化
」
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
職
種
別
給
与
費
の
報
告
義
務
」
は
先
送
り

　

一
二
月
二
八
日
の
「
意
見
」
の
構
成
は
、
①
か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮

さ
れ
る
制
度
整
備
、
②
医
療
法
人
制
度
の
見
直
し
、
③
地
域
医
療
構
想
の
推

進
、
④
医
療
従
事
者
に
関
す
る
取
組
の
推
進
、
の
四
項
目
。

　

「
か
か
り
つ
け
医
機
能
」
の
検
討
に
際
し
て
は
、
「
現
在
あ
る
医
療
資
源
を

踏
ま
え
、
性
急
な
制
度
改
革
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
時
間
軸
に
十
分
留
意
す
る

こ
と
が
必
要
」
と
し
、
二
〇
二
五
年
を
目
途
に
議
論
を
開
始
す
る
と
さ
れ
た
。

　

自
由
開
業
・
自
由
標
榜
・
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
の
下
で
、
ム
ラ
・
ム
リ
の
蓄

積
、
無
用
な
競
争
に
よ
り
疲
弊
し
て
い
る
我
が
国
の
医
療
現
場
を
整
え
直
す

た
め
に
は
、
医
療
機
関
の
協
調
に
よ
る
提
供
体
制
の
改
革
と
、
総
合
診
療
科

的
力
量
を
持
ち
緩
や
か
な
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
機
能
を
果
た
す
「
か
か
り
つ
け

医
」
の
シ
ス
テ
ム
整
備
を
急
ぐ
べ
き
だ
が
、
ま
た
も
や
先
送
り
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
医
療
法
人
の
経
営
情
報
の
報
告
に
関
し
、
医
療
関
係
職
員
の
処
遇

改
善
策
の
実
効
性
を
検
証
す
る
た
め
の
「
職
種
別
給
与
費
の
報
告
」
は
、
義

務
化
で
は
な
く
「
任
意
」
の
報
告
事
項
に
と
ど
ま
っ
た
。

  
社
保
審
医
療
保
険
部
会
「
議
論
の
整
理
」

社
保
審
医
療
保
険
部
会
「
議
論
の
整
理
」

子
育
て
世
帯
の
支
援
強
化
と
後
期
高
齢
者
の
負
担
増
を
提
言

子
育
て
世
帯
の
支
援
強
化
と
後
期
高
齢
者
の
負
担
増
を
提
言

払
拭
で
き
な
か
っ
た
「
負
担
の
世
代
間
不
平
等
論
」

払
拭
で
き
な
か
っ
た
「
負
担
の
世
代
間
不
平
等
論
」

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
を
支
援

企
業
は
「
現
役
世
代
」
を
隠
れ
蓑
に
負
担
軽
減減減減減減減減減
軽軽軽軽

援援援援援援援援
支支支支支支支支
をををををををを
金金金金金金金金
時時時時軽軽軽軽

担担担担担担担担
負負負負負負負負
にににににににに
蓑蓑蓑蓑蓑蓑蓑蓑
れれれれれれれれ
隠隠隠隠

時時時時
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